
広
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
三
十
号

広
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例 

 

（
広
島
県
税
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
十
九
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
個
人
の
県
民
税
に
係
る
扶
養
親
族
申
告
書
） 

第
三
十
九
条
の
五 

所
得
税
法
第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
申

告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
の
給
与
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
給
与
支
払

者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
法
第
四
十
五
条
の

三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
県
民
税
に
関
す
る
申
告
書
を
、
法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
申
告
書
と
併
せ
て
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
当
該
給
与
所
得
者
の
住
所
所

在
地
の
市
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
申
告
書

の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
の
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金

等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の

前
日
ま
で
に
、
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
県
民
税
に
関
す
る
申
告
書
を
、

法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
と
併
せ
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を

経
由
し
て
、
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者
の
住
所
所
在
地
の
市
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
五
条
第
二
項
中
「
同
項
第
一
号
の
二
」
を
「
同
項
第
二
号
」
に
、
「
同
項
第
一
号
の
三
」
を

「
同
項
第
三
号
」
に
、
「
、
同
項
第
二
号
の
均
等
割
額
の
算
定
期
間
又
は
同
項
第
三
号
」
を
「
又
は
同

項
第
四
号
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
十
三
条
第
三

十
一
項
か
ら
第
三
十
九
項
ま
で
及
び
第
四
十
五
項
か
ら
第
四
十
七
項
ま
で
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
十

六
項
か
ら
第
三
十
四
項
ま
で
及
び
第
四
十
項
か
ら
第
四
十
二
項
ま
で
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
各
事
業
年
度

の
所
得
及
び
清
算
所
得
」
を
「
及
び
各
事
業
年
度
の
所
得
」
に
改
め
る
。 



第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
又
は
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
号
ハ
の
表
中
「
及
び
清
算
所
得
」

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
号
の
表
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
り
、

同
項
第
三
号
中
「
又
は
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
号
の
表
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
条
第
三

項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
る
。 

第
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
」
の
下
に
「
（
法
第
七
十
二
条
の

三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
（
当
該
期
間

内
に
残
余
財
産
の
最
後
の
分
配
又
は
引
渡
し
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
か
ら
そ

の
最
後
の
分
配
又
は
引
渡
し
が
行
わ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
）
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
を

削
る
。 

第
七
十
一
条
の
二
中
「
千
七
十
四
円
」
を
「
千
五
百
四
円
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
中
「
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
」
の
下
に
「
（
同
法
第
十
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
第
十
条
の
六
」
を
「
第

十
条
の
七
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
一
条
の
二
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
所
得
計
算
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二
の
六 

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七

条
の
十
四
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
非
課
税
上
場
株
式
等
管
理
契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

非
課
税
上
場
株
式
等
管
理
契
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
同
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定

す
る
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
（
そ
の
者
が
二
以
上
の
同
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非
課
税

口
座
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
非
課
税
口
座
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

非
課
税
口
座
に
係
る
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
を
し

た
場
合
に
は
、
当
該
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の

金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
と
当
該
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
以
外
の
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事
業

所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
と
を
区
分
し
て
、
こ
れ
ら
の
金
額
を
計
算
す

る
。 

２ 

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
、
非
課
税
口
座
か
ら

の
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
一
部
又
は
全
部
の
払
出
し
（
振
替
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
払
出
し
が
あ
つ
た
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式

等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
時
に
、
そ
の
時
に
お
け
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

払
出
し
時
の
金
額
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
非
課
税
上
場
株
式
等
管
理
契
約
に
基
づ
く
譲
渡
が
あ
つ
た

も
の
と
、
同
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
移
管
、
返
還
又
は
廃
止
に
よ
る
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式

等
の
払
出
し
が
あ
つ
た
非
課
税
口
座
を
開
設
し
、
又
は
開
設
し
て
い
た
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義



務
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
移
管
、
返
還
又
は
廃
止
に
よ
る
払
出
し
が
あ
つ
た
時
に
、
そ
の
払
出
し
時

の
金
額
を
も
つ
て
当
該
移
管
、
返
還
又
は
廃
止
に
よ
る
払
出
し
が
あ
つ
た
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式

等
の
数
に
相
当
す
る
数
の
当
該
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
と
同
一
銘
柄
の
上
場
株
式
等
（
同
法
第

三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
を
い
う
。
）
の
取
得
を
し
た
も
の
と
そ
れ

ぞ
れ
み
な
し
て
、
前
項
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

附
則
第
十
一
条
の
二
の
十
一
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
る
。 

附
則
第
十
一
条
の
二
の
十
二
中
「
及
び
同
日
以
後
の
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
）
に
よ
る

清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算

中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
の
分
配
又
は
引
渡
し
に
よ
り
納
付
す
べ

き
法
人
の
事
業
税
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。 

附
則
第
十
一
条
の
三
中
「
本
条
に
お
い
て
「
中
間
申
告
納
付
」
を
「
こ
の
条
に
お
い
て
「
中
間
申
告

納
付
」
に
改
め
、
「
又
は
法
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付
（
以
下
本
条
に

お
い
て
「
清
算
事
業
年
度
予
納
申
告
納
付
」
と
い
う
。
）
に
係
る
第
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
期
間
の
末
日
と
当
該
清
算
事
業
年
度
予
納
申
告
納
付
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
三
十
一
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
納
付
に
係
る
第
五
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
期
間
の
末
日
と
が
同
一
の
日

と
な
る
場
合
」
及
び
「
又
は
当
該
清
算
事
業
年
度
予
納
申
告
納
付
」
を
削
る
。 

附
則
第
十
三
条
の
四
中
「
五
百
十
一
円
」
を
「
七
百
十
六
円
」
に
改
め
る
。 

 

（
法
人
の
県
民
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

法
人
の
県
民
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
年
広
島
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の 

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
中
「
並
び
に
同
日
以
後
五
年
以
内
の
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
）
に
よ
る
清
算
所

得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
税
割
」
を
削
る
。 

第
三
条
第
二
項
中
「
第
二
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 

（
ひ
ろ
し
ま
の
森
づ
く
り
県
民
税
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

ひ
ろ
し
ま
の
森
づ
く
り
県
民
税
条
例
（
平
成
十
八
年
広
島
県
条
例
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
一
項
中
「
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
五
十
二
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。 

 

（
農
村
地
域
工
業
等
導
入
指
定
地
区
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
） 

第
四
条 

農
村
地
域
工
業
等
導
入
指
定
地
区
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
七 

年
広
島
県
条
例
第
五
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
）



第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一 

第
四
条
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定 

公
布
の
日 

二 

第
一
条
中
広
島
県
税
条
例
第
三
十
九
条
の
四
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
次
条
第
一
項

の
規
定 

平
成
二
十
三
年
一
月
一
日 

三 

第
一
条
中
広
島
県
税
条
例
附
則
第
六
条
の
四
の
改
正
規
定 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

四 

第
一
条
中
広
島
県
税
条
例
附
則
第
十
一
条
の
二
の
六
の
改
正
規
定
及
び
次
条
第
二
項
の
規
定 

平

成
二
十
五
年
一
月
一
日 

 

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九

条
の
五
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
以
後
に
提
出
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

２ 

新
条
例
附
則
第
十
一
条
の
二
の
六
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税

に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

３ 

新
条
例
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
人
の
県
民
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
中
法

人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
合
併
、
分
割
、
現
物
出
資
若
し
く

は
現
物
分
配
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
号
。
以
下
「
所
得

税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三

十
四
号
。
以
下
「
十
月
新
法
人
税
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
二
号
の
六
に
規
定
す
る
現
物
分
配
を

い
い
、
残
余
財
産
の
分
配
に
あ
っ
て
は
同
日
以
後
の
解
散
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
行
わ
れ
る
場
合
、

同
日
以
後
に
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
）
若
し
く

は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
又
は
同
日
以
後
に
解
散
す
る
法
人
の
残
余
財
産
が
確
定
す

る
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
各
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
合
併
、
分
割
、
現
物
出
資
若
し
く
は
事
後
設
立
（
所
得
税
法
等
改
正
法
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
（
以
下
「
十
月
旧
法
人
税
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
二
号

の
六
に
規
定
す
る
事
後
設
立
を
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
同
日
前
に
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散

を
除
く
。
）
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
各
連
結
事
業
年
度
分

の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

新
条
例
の
規
定
（
新
条
例
附
則
第
十
一
条
の
二
の
十
二
の
規
定
を
除
く
。
）
中
法
人
の
事
業
税

に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
合
併
、
分
割
、
現
物
出
資
若
し
く
は
現
物
分
配

（
十
月
新
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
六
に
規
定
す
る
現
物
分
配
を
い
い
、
残
余
財
産
の
分
配
に
あ

っ
て
は
同
日
以
後
の
解
散
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
行
わ
れ
る
場
合
、
同
日
以
後
に
解
散
（
合
併
に



よ
る
解
散
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
）
若
し
く
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
が

行
わ
れ
る
場
合
又
は
同
日
以
後
に
解
散
す
る
法
人
の
残
余
財
産
が
確
定
す
る
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年

度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
合
併
、
分
割
、
現
物
出
資
又
は
事
後
設
立
（

十
月
旧
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
六
に
規
定
す
る
事
後
設
立
を
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お

け
る
各
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
前
の
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
）
に
よ

る
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

新
条
例
附
則
第
十
一
条
の
二
の
十
二
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
解
散
（
合
併
に

よ
る
解
散
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
）
若
し
く
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
が

行
わ
れ
る
場
合
又
は
同
日
以
後
に
解
散
す
る
法
人
の
残
余
財
産
が
確
定
す
る
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年

度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
）
に
よ

る
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
前
に
課
し

た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

指
定
日
前
に
広
島
県
税
条
例
第
六
十
九
条
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は

消
費
等
（
同
条
例
第
七
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
売
渡
し
を
除
く
。
）
が

行
わ
れ
た
製
造
た
ば
こ
を
指
定
日
に
販
売
の
た
め
所
持
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
（
新
条
例
第
六
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小

売
販
売
業
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
所
得
税
法
等
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
の
製
造
者
と
し
て
当
該
製
造
た
ば
こ
を
指
定
日
に
こ
れ
ら
の
者
の
製
造
た

ば
こ
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
卸
売
販
売
業
者
等
と
し
て
当
該
製
造
た
ば
こ
を
指
定
日
に
小
売
販
売
業

者
に
売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
県
た
ば
こ
税
の

課
税
標
準
は
、
当
該
売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
と
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
税
率
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
。 

一 

製
造
た
ば
こ
（
次
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
を
除
く
。
） 

千
本
に
つ
き
四
百
三
十
円 

二 

新
条
例
附
則
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
紙
巻
た
ば
こ 

千
本
に
つ
き
二
百
五
円 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
卸
売
販
売
業
者
等
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
製
造
た
ば
こ
の

貯
蔵
場
所
ご
と
に
、
こ
れ
ら
の
者
が
小
売
販
売
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
製
造
た
ば
こ
を
直
接
管
理

す
る
当
該
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
指
定
日
か
ら

起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
（
た
ば
こ
税
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第



二
項
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
区
分
ご
と

の
数
量
並
び
に
当
該
数
量
に
よ
り
算
出
し
た
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数 

二 

前
号
の
本
数
に
よ
り
算
定
し
た
前
項
の
規
定
に
よ
る
県
た
ば
こ
税
額 

三 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
申

告
書
に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
県
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
を
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
新

条
例
の
規
定
中
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
部
分
（
新
条
例
第
七
十
一
条
の
三
、
第
七
十
一
条
の
五
、
第
七

十
一
条
の
六
及
び
第
七
十
一
条
の
八
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
条

例
第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
広
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

（
平
成
二
十
二
年
広
島
県
条
例
第
三
十
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
農
村
地
域
工
業
等
導
入
指
定
地
区
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
に
伴
う
経
過

措
置
） 

第
五
条 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
村
地
域
工
業
等

導
入
指
定
地
区
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
工
業
等
導
入
指
定
地 

区
内
に
お
い
て
工
業
等
の
用
に
供
す
る
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
、

不
動
産
取
得
税
及
び
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 


